
- 1 - 

 

女川町地域防災計画（原子力災害対策編）新旧対照表 

頁 改 正（新） 現 行（旧） 

 目次 目次 

 第５編 原子力災害対策 第５編 原子力災害対策 

 第１章 略 第１章 略 

 第２章 原子力災害事前対策 第２章 原子力災害事前対策 

 第１節～第１１節 略 第１節～第１１節 略 

 第１２節 人員及び防災資機材の確保等に係る連携 第１２節 人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

 第１３節～第１７節 略 第１３節～第１７節 略 

 第１８節 物資の備蓄、調達、供給活動 第１８節 物資の   調達、供給活動 

 第１９節～第２５節 略 第１９節～第２５節 略 

 第３章 略 第３章 略 

 第４章 略 第４章 略 

   

 第５編 原子力災害対策 第５編 原子力災害対策 

 第１章 総則 第１章 総則 

１ 第１～第３ 略 第１～第３ 略 

2 第４ 計画の基礎とすべき災害の想定 第４ 計画の基礎とすべき災害の想定 

 １～２ 略 １～２ 略 

3 ３ 緊急事態における判断基準 ３ 緊急事態における判断基準 

 （１）緊急事態区分及び緊急時活動レベル（EAL：Emergency Action Level） 

 略 

表 1-4-1 緊急事態区分と原災法の枠組みとの関係 

（１）緊急事態区分及び緊急時活動レベル（EAL：Emergency Action Level） 

 略 

表 1-4-1 緊急事態区分と原災法の枠組みとの関係 
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頁 改 正（新） 現 行（旧） 

緊急事態区分 概 要 原災法との関係 

警戒事態 

（Alert） 

公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急

のものではないが、原子力施設における異常事

象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集

や、緊急時モニタリング（※１）の準備、施設敷地

緊急事態要避難者（※２）を対象とした避難等の予

防的防護措置の準備（警戒事態を判断するＥＡ

Ｌのうち原子力施設において異常事態が発生し

た場合に限る。）を開始する段階 

 

施設敷地緊急事態 

（Site Area 

Emergency） 

公衆に放射線による影響をもたらす可能性のあ

る事象が生じたため、原子力施設周辺において

緊急時に備えた避難等の予防的防護措置の準備

を開始する段階 

原災法第10条 

緊急事態区分 概 要 原災法との関係 

警戒事態 

（Alert） 

公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急

のものではないが、原子力施設における異常事

象の発生又はそのおそれがあるため、情報収集

や、緊急時モニタリング（※１）の準備、施設敷地

緊急事態要避難者（※２）を対象とした避難等の予

防的防護措置の準備            

                     

        を開始する段階 

 

施設敷地緊急事態 

（Site Area 

Emergency） 

公衆に放射線による影響をもたらす可能性のあ

る事象が生じたため、原子力施設周辺において

緊急時に備えた避難等の予防的防護措置の準備

を開始する段階 

原災法第10条 
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頁 改 正（新） 現 行（旧） 

全面緊急事態 

（General 

Emergency） 

公衆に放射線による影響をもたらす可能性

が高い事象が生じたため、重篤な確定的影

響を回避し又は最小化するため、及び確率

的影響のリスクを低減するため、迅速な防

護措置を実施する段階 

原災法第15条 

（原子力緊急事

態宣言） 

 

全面緊急事態 

（General 

Emergency） 

公衆に放射線による影響をもたらす可能性

が高い事象が生じたため、重篤な確定的影

響を回避し又は最小化するため、及び確率

的影響のリスクを低減するため、迅速な防

護措置を実施する段階 

原災法第15条 

（原子力緊急事

態宣言） 

 

5 （２）運用上の介入レベル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level） 

 略 

表1－4－2 緊急事態区分とEALの枠組み 

 略 

緊急事態 
区分 

分類 

警戒事態（Alert） 

施設敷地緊急事態 
（Site Area 

Emergency） 

全面緊急事態 
（General 

Emergency） 

略 略 略 略 

原子炉制

御室 

略 略 原子炉制御室が使用でき

ない場合に原子炉制御室

外操作盤室もしくは緊急

時制御室が使用できなく

なること       

           

           

      、又は原子

炉もしくは使用済燃料貯

蔵槽に異常が発生した場

合に         

      原子炉施設

の状態を表示する全ての

装置もしくは原子炉施設

の異常を表示する全ての

警報装置（いずれも原子

炉制御室及び緊急時制御

室に設置されたものに限

（２）運用上の介入レベル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level） 

 略 

表1－4－2 緊急事態区分とEALの枠組み 

 略 

緊急事態 
区分 

分類 

警戒事態（Alert） 

施設敷地緊急事態 
（Site Area 

Emergency） 

全面緊急事態 
（General 

Emergency） 

略 略 略 略 

原子炉制

御室 

略 略 原子炉制御室及び   

     原子炉制御室

外操作盤室      

    が使用できなく

なることにより原子炉を

停止する機能及び冷温停

止状態を維持する機能が

喪失すること、又は原子

炉若しくは使用済燃料貯

蔵槽に異常が発生した場

合において、原子炉制御

室に設置する原子炉施設

の状態を表示する   

装置若しくは原子炉施設

の異常を表示する   

警報装置の全ての機能が

喪失する       
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頁 改 正（新） 現 行（旧） 

る。）が使用できなくな

ること。 

略 略 略 略 

※ 警戒事態に相当する事象（警戒事態等）として設定するもの 

 

           

 こと。 

略 略 略 略 

※ 警戒事態に相当する事象（警戒事態等）として設定するもの 

 

13 第５～第８ 略 第５～第８ 略 

   

 第２章 原子力事前対策編 第２章 原子力事前対策編 

19 第１節～第３節 略 第１節～第３節 略 

20 第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携 第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携 

 １ 原子力防災専門官との連携 

町は、女川町地域防災計画（原子力災害対策編）の作成、原子力事業者の防災

体制に関する情報の収集及び連絡、防災訓練の実施、緊急事態応急対策等拠点施

設（以下「オフサイトセンター」という。）の防災拠点としての活用、住民等に対

する原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（避難計画の策

定含む。）などを含めた緊急時対応等については、原子力防災専門官と密接な連携

を図り、実施するものとする。 

１ 原子力防災専門官との連携 

町は、女川町地域防災計画（原子力災害対策編）の作成、原子力事業者の防災

体制に関する情報の収集及び連絡、防災訓練の実施、緊急事態応急対策等拠点施

設（以下「対策拠点施設   」という。）の防災拠点としての活用、住民等に対

する原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（避難計画の策

定含む。）などを含めた緊急時対応等については、原子力防災専門官と密接な連携

を図り、実施するものとする。 

 ２ 略 ２ 略 

 第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 １ 町は、平時 から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を

進めることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行

えるように努めるものとし、公的団体又は民間の団体との連携を迅速に行うこと

ができるよう、宮城県防災会議を構成する関係者等との間で、当該団体が災害時

に担うべき役割、当該団体との連携体制の構築や役割分担についての認識を共有

し、このような連携に関する基本的な方針を地域防災計画に反映させた上で、当

該方針を踏まえて個々の協定締結など、連携強化を進めるよう努める。あわせ

て、協定締結等の連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要

請手続き等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。 

 略 

１ 町は、平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を

進めることにより、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行

えるように努めるものとし、                       

                                    

                                    

                                    

                              協定締結等の

連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続 等の確認

を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。 

 略 

 ２～５ 略 ２～５ 略 
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頁 改 正（新） 現 行（旧） 

22 第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

 第１ 情報の収集・連絡体制の整備 第１ 情報の収集・連絡体制の整備 

 １～４ 略 １～４ 略 

 ５ 移動通信系の活用体制 

町は、県及び関係機関と連携し、移動系防災無線（車載型、携帯型）、携帯電

話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動通信、公共安全モバイルシステム、漁

業無線等の業務用移動通信、海上保安庁無線、警察無線、アマチュア無線等によ

る移動通信系の活用体制の整備を図るものとする。なお、アマチュア無線の活用

は、ボランティアという性格に配慮すること。 

５ 移動通信系の活用体制 

町は、県及び関係機関と連携し、移動系防災無線（車載型、携帯型）、携帯電話

                                 、漁業

無線等の業務用移動通信、海上保安庁無線、警察無線、アマチュア無線等による

移動通信系の活用体制の整備を図るものとする。  

                                  

 ６ 略 ６ 略 

23 第２ 情報の分析整理 第２ 情報の分析整理 

 １～２ 略 １～２ 略 

 ３ 防災対策上必要とされる資料 

町は、国、県及び原子力事業者と協力して、応急対策の的確な実施に資するた

め、以下のような原子力発電所に関する資料、社会環境に関する資料、放射性物

質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防護資機材等に関する資料を適切に

整備し、定期的に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設、オフサイトセ

ンター等に適切に備え付け、これらを確実に管理するものとする。 

３ 防災対策上必要とされる資料 

町は、国、県及び原子力事業者と協力して、応急対策の的確な実施に資するた

め、以下のような原子力発電所に関する資料、社会環境に関する資料、放射性物

質及び放射線の影響予測に必要となる資料、防護資機材等に関する資料を適切に

整備し、定期的に更新するとともに、災害対策本部設置予定施設、対策拠点施設  

等に適切に備え付け、これらを確実に管理するものとする。 

 （１） 略 （１） 略 

 （２）社会的環境に関する資料 

イ～へ 略 

ト オフサイトセンター周辺地域の生活関連物資、飲料水、食料及び機器保守

サービスの調達方法 

（２）社会的環境に関する資料 

イ～へ 略 

ト 対策拠点施設   周辺地域の生活関連物資、飲料水、食料及び機器保守

サービスの調達方法 

24 （３）放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料 

イ 略 

ロ 平常時環境放射線モニタリング資料            

ハ～ホ 略 

（３）放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料 

イ 略 

ロ 平常時環境放射線モニタリング資料（過去２年間の統計値） 

ハ～ホ 略 

 （４）～（５）略 （４）～（５）略 

25 第３ 通信手段の確保 第３ 通信手段の確保 
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頁 改 正（新） 現 行（旧） 

 １ 通信手段・経路の多様化 

（１）防災広報無線等の確保・活用 

町は、住民等への的確な情報伝達を図るため、防災広報無線の整備・多重化・

耐震化や、IP 通信網、ケーブルテレビ網等の確保・活用を図るものとする。 

１ 通信手段・経路の多様化 

（２）防災広報無線等の確保・活用 

町は、住民等への的確な情報伝達を図るため、防災広報無線の整備     

   や、IP 通信網、ケーブルテレビ網等の確保・活用を図るものとする。 
 （２）～（７） 略 （２）～（７） 略 

27 第７節 緊急事態応急体制の整備 第７節 緊急事態応急体制の整備 

 第１～第２ 略 第１～第２ 略 

 第３ オフサイトセンター等における立ち上げ準備体制等 第３ 対策拠点施設等における立ち上げ準備体制等 

 １ オフサイトセンター等における立ち上げ準備体制 

町は、施設敷地緊急事態に至った場合、直ちに国、県及び関係市町と協力し

て、オフサイトセンター等における現地災害対策本部を立ち上げられるよう、あ

らかじめ職員の派遣体制、必要な資機材等を整備するものとする。 

１ 対策拠点施設   等における立ち上げ準備体制 

町は、施設敷地緊急事態に至った場合、直ちに国、県及び関係市町と協力し

て、対策拠点施設   等における現地災害対策本部を立ち上げられるよう、あ

らかじめ職員の派遣体制、必要な資機材等を整備するものとする。 

 ２ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

町は、国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンター等において開催する

際、これに町の職員を迅速に派遣するため、あらかじめ派遣職員を指定するとと

もに、オフサイトセンター等への派遣手段等も定めておくものとする。 

２ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

町は、国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設   等において開催する

際、これに町の職員を迅速に派遣するため、あらかじめ派遣職員を指定するとと

もに、対策拠点施設   等への派遣手段等も定めておくものとする。 

28 第４ オフサイトセンター等における原子力災害合同対策協議会等の体制 第４ 対策拠点施設等における原子力災害合同対策協議会等の体制 

 １ 原子力災害合同対策協議会の設置 

町は、原災法第15条に規定する内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出

された後、同法第23条の規定により、当該原子力緊急事態に関する情報を交換

し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、国、県

及び関係市町とともに原子力災害合同対策協議会を組織し、オフサイトセンター

等に設置するものとする。 

１ 原子力災害合同対策協議会の設置 

町は、原災法第15条に規定する内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出

された後、同法第23条の規定により、当該原子力緊急事態に関する情報を交換

し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、国、県

及び関係市町とともに原子力災害合同対策協議会を組織し、対策拠点施設等に設

置するものとする。 

 ２ 略 ２ 略 

 ３ 原子力災害合同対策協議会の機能班に配置する町の職員 

オフサイトセンター等において、原子力災害合同対策協議会のもとに原子力発

電所の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民等避

難・屋内退避状況の把握等を担う機能班を設け、国、県、関係市町及び原子力事

業者等のそれぞれの職員を配置することとされており、町はそれぞれの機能班に

３ 原子力災害合同対策協議会の機能班に配置する町の職員 

対策拠点施設   等において、原子力災害合同対策協議会のもとに原子力発

電所の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民等避

難・屋内退避状況の把握等を担う機能班を設け、国、県、関係市町及び原子力事

業者等のそれぞれの職員を配置することとされており、町はそれぞれの機能班に
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頁 改 正（新） 現 行（旧） 

配置する職員及びその役割、権限等について、あらかじめ原子力防災専門官等と

協議して定めておくものとする。 

配置する職員及びその役割、権限等について、あらかじめ原子力防災専門官等と

協議して定めておくものとする。 

 第５～第６ 略 第５～第６ 略 

 第７ 防災関係機関相互の連携体制 

町は、平時 から原子力防災専門官をはじめとする国、県、関係市町、自衛

隊、警察本部、消防本部（局）、第二管区海上保安本部 、医療機関、指定公共機

関、指定地方公共機関、原子力事業者、その他の防災関係機関と原子力防災体制

について相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め、相互

の連携体制の強化に努めるものとする。 

第７ 防災関係機関相互の連携体制 

町は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする国、県、関係市町、自衛

隊、警察本部、消防本部（局）、    海上保安本部 、医療機関、指定公共機

関、指定地方公共機関、原子力事業者、その他の防災関係機関と原子力防災体制

について相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め、相互

の連携体制の強化に努めるものとする。 

29 第８ 応援要請等に基づく受入 体制 第８ 応援要請等に基づく受入れ体制 

 １ 広域的な応援協力体制等 

（１） 町は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難や避難退域時検査（国か

らの指示に基づき、避難や一時移転を行う住民等に対し、除染を実施すべき基準以

下であるか否かを確認する検査。以下同じ。）及び簡易除染等の場所等に関する広

域的な応援要請並びに、周辺市町村及び防災関係機関からの応援要請への対応に向

けて、県の協力のもと、市町村間の応援協定締結の促進を図り、応援先・受援先の

指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調

整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送

体制等について必要な整備を整えるものとする。 

１ 広域的な応援協力体制等 

（１） 町は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難や避難退域時検査（居住

者、車両、家庭動物、携帯品等の放射線量の測定をいう            

              。以下同じ。）及び簡易除染等の場所等に関する広域

的な応援要請並びに、周辺市町村及び防災関係機関からの応援要請への対応に向け

て、県の協力のもと、市町村間の応援協定締結の促進を図り、応援先・受援先の指

定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整

体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体

制等について必要な整備を整えるものとする。 

 （２） 略 （２） 略 

 ２ 略 ２ 略 

 第９ 略 第９ 略 

 第１０ オフサイトセンターの指定又は変更 第１０ 対策拠点施設         

                 

町は、原災法第12条の規定により、オフサイトセンターの指定又は変更につい

て、内閣総理大臣から意見を求められた場合は、意見を内閣総理大臣に提出する

ものとする。 

１ 対策拠点施設の指定又は変更 

町は、原災法第12条の規定により、対策拠点施設   の指定又は変更につい

て、内閣総理大臣から意見を求められた場合は、意見を内閣総理大臣に提出する

ものとする。 

30 第１１ 略 第１１ 略 

31 第８節～第１１節 略 第８節～第１１節 略 
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頁 改 正（新） 現 行（旧） 

33 第１２節 人員及び防災資機材の確保等に係る連携 

町は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、

防災活動に必要な人員及び防災資機材等が不足するおそれがあることを想定

し、人員及び防災資機材の確保等において、国、指定公共機関、県及び原子力

事業者との相互の連携を図るものとする。 

第１２節 人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

町は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、

防災活動に必要な人員及び防災資機材等が不足するおそれがあることを想定

し、人材及び防災資機材の確保等において、国、指定公共機関、県及び原子力

事業者との相互の連携を図るものとする。 

34 第１３節 避難受入活動体制の整備 第１３節 避難受入活動体制の整備 

 第１ 略 第１ 略 

35 第２ 指定避難所等の整備 第２ 指定避難所等の整備 

 １～７ 略 １～７ 略 

36 ８ 指定避難所等における設備等の整備 

町は、県と連携し、指定避難所等において、貯水槽、井戸、給水タンク、仮

設トイレ、マンホールトイレ、マット、段ボールベッド等の簡易ベッド、非常

用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等

の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮した避難の実施

に必要な施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に

資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。また、停電時におい

ても 、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用を含

めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

８ 指定避難所等における設備等の整備 

町は、県と連携し、指定避難所等において、貯水槽、井戸、       

仮設トイレ、         マット、        簡易ベッド、非常

用電源、     衛星携帯電話                   等

の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど要配慮者にも配慮した避難の実施

に必要な施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に

資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。また、停電時におい

ても 、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用を含

めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

 ９ 物資の備蓄に係る整備 

町は、県と連携し、                          

                                    

                                    

                                    

                                    

指定避難所等となる施設において、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進める

ものとする。また、必要に応じ指定避難所等の電力容量の拡大に努めるものとす

る。 

９ 物資の備蓄に係る整備 

町は、県と連携し、指定避難所等又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボー

ルベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や感染

症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものとし、備蓄品の調達にあたっては、要

配慮者、女性、性的マイノリティ及び子供にも配慮するものとする。指定避難所

等となる施設において、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進めるものとす

る。また、必要に応じ指定避難所等の電力容量の拡大に努めるものとする。 

 第３ 要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備 第３ 要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備 

 １～７ 略 １～７ 略 
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38 ８ 町は、保健師、福祉関係者、NPO法人等の様々な主体が地域の実情に応じて実

施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間の

調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利

用目的や共有範囲について、あらかじめ、定めるものとする。 

（新規） 

 第４～第８ 略 第４～第８ 略 

39 第９ 避難所・避難方法等の周知 

町は、避難（自家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物との同行避

難等を含む。）、避難退域時検査及び簡易除染、甲状腺被ばく線量モニタリン

グ、安定ヨウ素剤服用の効果並びに                    

                    、屋内退避の方法等について、日頃

から住民への周知徹底に努めるものとする。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を県、防災業務関係者及び対

象となる住民が共通して認識することが必要となる。町は、国、県及び原子力事

業者と連携の上 、警戒事態及び施設敷地緊急事態等発生後の経過に応じて周辺

住民に提供すべき情報について整理しておくものとする。また、屋内退避から避

難に切り替わった際の避難先及び経路の確保等について検討し、平時において住

民等へ情報提供するものとする。 

第９ 避難所・避難方法等の周知 

町は、避難や                             

      避難退域時検査及び簡易除染、                

  安定ヨウ素剤配布等の場所・避難方法（自家用車の利用、緊急避難に伴う交

通誘導、家庭動物との同行避難等を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃

から住民への周知徹底に努めるものとする。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を県、防災業務関係者及び対

象となる住民が共通して認識することが必要となる。町は、国、県及び原子力事

業者と連携のうえ、警戒事態及び施設敷地緊急事態等発生後の経過に応じて周辺

住民に提供すべき情報について整理しておくものとする。            

                                    

                 

40 第１４節 略 第１４節 略 

 第１５節 緊急輸送活動体制の整備 第１５節 緊急輸送活動体制の整備 

 第１ 略 第１ 略 

 第２ 緊急輸送路の確保体制等の整備 第２ 緊急輸送路の確保体制等の整備 

 １～２ 略 １～２ 略 

 ３ 人員や資機材の確保 

県及び町は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図るため、

速やかに運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努

める。 

（新規） 

41 第１６節 略 第１６節 略 

42 第１７節 原子力災害医療体制等の整備 第１７節 原子力災害医療体制等の整備 

 第１ 略 第１ 略 
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 第２ 医療活動用資機材等の整備 第２ 医療活動用資機材等の整備 

 １ 安定ヨウ素剤の配布及び服用体制の整備 

略 

なお、県及び町は、原子力災害対策指針等を参考に、安定ヨウ素剤について服

用の目的や効果とともに服用のタイミングや服用を優先すべき対象者（妊婦、授

乳婦及び未成年者（乳幼児含む。）をいう。以下「服用を優先すべき対象者」とい

う。）等の事項を住民等へ平時から周知するものとする。 

１ 安定ヨウ素剤の配布及び服用体制の整備 

略 

なお、県及び町は、               安定ヨウ素剤について服

薬の目的や効果とともに服用のタイミングや服用を優先すべき対象者（妊婦、授

乳婦及び未成年者（乳幼児含む。）をいう。以下「服用を優先すべき対象者」とい

う。）等の事項を    平常時から周知するものとする。 

 （１） 略 （１） 略 

43 （２） 緊急時における配布体制の整備 

 略 

ロ 町は、県と連携し、避難等を行う住民等に対して安定ヨウ素剤を配布する

際に、服用の目的や効果、服用を優先すべき対象者、服用不適切者について

説明するための説明書等をあらかじめ準備しておくものとする。 

（２） 緊急時における配布体制の整備 

 略 

ロ 町は、県と連携し、避難等を行う住民等に対して安定ヨウ素剤を配布する

際に、服用の目的や効果、服用を優先すべき対象者、禁忌等   について

説明するための説明書等をあらかじめ準備しておくものとする。 

 （３） 略 （３） 略 

44 第１８節 物資の備蓄、調達、供給活動 

 町は、国、県及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した場合

の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や

過去の災害等を踏まえ、必要とされる物資についてあらかじめ備蓄するととも

に、原子力災害時における調達・輸送体制を整備し、それらの供給のための計画

を定めておくよう努めるものとする。 

特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の

救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努める

ものとする。 

第１８節 物資の   調達、供給活動 

（新規） 

 （削除） １ 町は、国、県及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した場

合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条

件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、

ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体

制を整備し、それらの供給のための計画を定めておくとともに、物資調達・輸
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送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努

めるものとする。 

また、備蓄を行うに当たって、大規模な地震が発生した場合には、物資の調

達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立って初期の対応に十

分な量を備蓄するほか、物資の性格に応じて、集中備蓄又は指定避難所等の位

置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、備蓄拠

点を設けるなど、体制の整備に努めるものとする。 

 １ 町は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、快適食事のた

めの炊き出し用具やキッチン資機材、安眠確保のための段ボールベッド・エアベ

ッド等の簡易ベッド、毛布、冷暖房器具・燃料等、プライバシー確保のためのパ

ーティション、衛生促進のための入浴設備、洗濯設備、乳児用粉ミルク又は乳児

用液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペーパー、生理

用品のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物資等の避難生活に必要な

物資を備蓄するものとし、これらの物資の備蓄状況については、年に１回、広く

住民に公表するものとする。この際、避難生活に必要な物資の備蓄については、

想定し得る最大規模の災害における想定避難者数と、それに対して必要となる備

蓄量（最低３日間、推奨１週間）を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目指す

よう努める。また、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、子供にも配慮

する。 

（新規） 

 ２ 町及び県は、新物資システム（B-PLo）を活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠

点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新す

るなど、最新の状況を把握する。 

また、物資の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所等の位置を勘案した分散備

蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、物資拠点を設けるなど、体制

の整備に努める。 

（新規） 

 ３ 町は県とともに、平時 から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段

の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要

請手続き等の確認を行うよう努めるものとする。町は、国、県と連携の上 、備

２ 町は県とともに、平常時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段

の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要

請手続 等の確認を行うよう努めるものとする。町は、国、県と連携のうえ、備
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蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、物資の緊急輸送活動が円滑に

行われるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。 

蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、物資の緊急輸送活動が円滑に

行われるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。 

 ４ 町は、国、県と連携の上 、備蓄拠点については、輸送拠点として指定する

など、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるよう、あらかじめ体制を整備するも

のとする。 

３ 町は、国、県と連携のうえ、備蓄拠点については、輸送拠点として指定する

など、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるよう、あらかじめ体制を整備するも

のとする。 

45 第１９節 略 第１９節 略 

46 第２０節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な

情報発信 

第２０節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な

情報発信 

 １～２ 略 １～２ 略 

 ３ 町が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配慮するこ

とにより、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとと

もに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう

努めることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮

するよう努めるものとする。 

３ 町が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配慮するこ

とにより、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとと

もに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう

努める                                

       ものとする。 

 ４～６ 略 ４～６ 略 

47 第２１節 略 第２１節 略 

48 第２２節 防災訓練等の実施 第２２節 防災訓練等の実施 

 第１ 訓練計画の策定等 第１ 訓練計画の策定等 

 １ 要素別訓練等の計画策定 

 略 

（１） 略 

（２）オフサイトセンター等への参集、原子力災害合同対策協議会の設置運営訓

練 

（３）～（８） 略 

１ 要素別訓練等の計画策定 

 略 

（１） 略 

（２）対策拠点施設   等への参集、原子力災害合同対策協議会の設置運営訓

練 

（３）～（８） 略 

 ２ 略 ２ 略 

 第２～第３ 略 第２～第３ 略 

50 第２３節 略 第２３節 略 

51 第２４節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応 第２４節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応 

 １～２ 略 １～２ 略 
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 ３ 事故の通報を受けた宮城海上保安部は、事故の状況の把握に努めるととも

に、事故の状況に応じて、海上保安部職員の安全確保を図りつつ、原子力事業者

等と協力して、事故発生場所海域への立入制限、人命救助等に関する必要な措置

を実施するために必要な体制を整備するものとする。 

３ 事故の通報を受けた宮城海上保安部は、事故の状況の把握に努めるととも

に、事故の状況に応じて、海上保安 職員の安全確保を図りつつ、原子力事業者

等と協力して、事故発生場所海域への立入制限、人命救助等に関する必要な措置

を実施するために必要な体制を整備するものとする。 

 ４ 略 ４ 略 

 第２５節 略 第２５節 略 

   

 第３章 緊急事態応急対策 第３章 緊急事態応急対策 

53 第１節 略 第１節 略 

54 第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

 第１ 警戒事態（Alert）等に係る通報連絡 第１ 警戒事態（Alert）等に係る通報連絡 

 １ 原子力事業者から警戒事象等発生の通報を受けた場合 １ 原子力事業者から警戒事象等発生の通報を受けた場合 

 （１）～（２） 略 （１）～（２） 略 

 （３） 原子力規制委員会及び内閣府（原子力防災担当）は、警戒事態が発生し

た場合は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部を設置し、原子

力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は警戒事態の発生及びその後の

状況について、関係省庁、県、関係市町及び住民等に対し情報提供を行うこと

とされている。 

 略 

（３） 原子力規制委員会及び内閣府（原子力防災担当）は、警戒事態が発生し

た場合は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部を設置し、原子

力規制委員会               は警戒事態の発生及びその後の

状況について、関係省庁、県、関係市町及び住民等に対し情報提供を行うこと

とされている。 

 略 

 （４） 略 （４） 略 

55 ２ 略 ２ 略 

56 第３ 町、防災関係機関の通報連絡 第３ 町、防災関係機関の通報連絡 

 １ 略 １ 略 

 ２ 宮城海上保安部の通報連絡 

原子力事業者の原子力防災管理者から通報を受けた宮城海上保安部は、第二管

区海上保安本部にその旨を直ちに報告するとともに、必要に応じ、町に対し通報

連絡を行う ものとする。 

２ 宮城海上保安部の通報連絡 

原子力事業者の原子力防災管理者から通報を受けた宮城海上保安部は、第二管

区海上保安本部にその旨を直ちに報告するとともに、必要に応じ、町との 通報

連絡に当たるものとする。 

 ３ 石巻地区広域行政事務組合消防本部の通報連絡 ３ 石巻地区広域行政事務組合消防本部の通報連絡 
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57 緊急通報連絡系統図 

 

緊急通報連絡系統図 

58 第４ 応急対策活動情報の連絡 第４ 応急対策活動情報の連絡 

 １ 略 １ 略 

 ２ 全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動、

災害情報等） 

２ 全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言発出後の応急対策活動、

災害情報等） 

 （１） 原子力規制委員会は、原子力緊急事態が発生したと判断した場合、直ちに

指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行うこととされている。 

町の災害対策本部は、県の現地災害対策本部、国の原子力災害現地対策本部、

指定公共機関、緊急事態応急対策実施区域に係る関係市町の災害対策本部、指

定地方公共機関、原子力事業者その他防災関係機関とともに、原則としてオフ

サイトセンター等において、原子力発電所の状況の把握、モニタリング情報の

把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそ

れぞれ職員を配置することにより、常時継続的に必要な情報を共有するととも

に、町の災害対策本部等が行う緊急事態応急対策について必要な調整を行うも

（１） 原子力規制委員会は、原子力緊急事態が発生したと判断した場合、直ちに

指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行うこととされている。 

町の災害対策本部は、県の現地災害対策本部、国の原子力災害現地対策本部、

指定公共機関、緊急事態応急対策実施区域に係る関係市町の災害対策本部、指

定地方公共機関、原子力事業者その他防災関係機関とともに、原則として対策

拠点施設   等において、原子力発電所の状況の把握、モニタリング情報の

把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等を担う機能班にそ

れぞれ職員を配置することにより、常時継続的に必要な情報を共有するととも

に、町の災害対策本部等が行う緊急事態応急対策について必要な調整を行うも
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のとする。 のとする。 

 （２） 町は、オフサイトセンター等に派遣した職員に対し、町が行う緊急事態応

急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 

（２） 町は、対策拠点施設   等に派遣した職員に対し、町が行う緊急事態応

急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 

 （３） 原子力防災専門官は、オフサイトセンター等において、必要な情報の収集・

整理を行うとともに、県及び関係市町をはじめ原子力事業者、防災関係機関等の

間の連絡・調整等を引き続き行うこととされている。 

（３） 原子力防災専門官は、対策拠点施設   等において、必要な情報の収集・

整理を行うとともに、県及び関係市町をはじめ原子力事業者、防災関係機関等の

間の連絡・調整等を引き続き行うこととされている。 

59 第５ 略 第５ 略 

60 第３節 原子力災害警戒体制 第３節 原子力災害警戒体制 

 第１ 町の警戒体制 第１ 町の警戒体制 

 １ 緊急事態区分等の各段階における体制 １ 緊急事態区分等の各段階における体制 

 （１）～（２）略 （１）～（２）略 

61 （３）原子力災害警戒本部の組織       は、以下のとおりとし、  

                                体制は

災害対策本部に準ずる。 

町の原子力災害警戒本部の組織       

責任者及び部員 
配備すべき職員等 

備  考 
区 分 課 等 参集職員等 

本部長 町長     

副本部長 副町長     

本部員 

企画課長 警戒総務部 企画課 全職員 

※本表以外の

動員は、企画

課長が必要に

応じて指定す

る。 

総務課長 警戒総務部 総務課 全職員 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

推進課長 
警戒総務部 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼ

ｮﾝ推進課 
係長職以上 

会計課長 警戒総務部 会計課 係長職以上 

議会事務局長 警戒総務部 議会事務局 係長職以上 

町民生活課長 警戒生活部 町民生活課 全職員 

税務課長 警戒生活部 税務課 係長職以上 

健康福祉課長 
警戒健康福祉

部 
健康福祉課 係長職以上 

建設課長 警戒建設部 建設課 全職員 

産業振興課長 警戒産業部 産業振興課 全職員 

（３）原子力災害警戒本部の組織及び分掌事務は、以下のとおりとし、関係各

課（室）の所掌事務はP59の図「町の原子力災害警戒本部の組織及び所掌事

務」のとおりとする。 

町の原子力災害警戒本部の組織及び分掌事務 

職 名  充 当 職 職        務 

本 部 長 町 長 原子力災害警戒本部を統括轄する。 

副 本 部 長 副 町 長 
 本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務

を代理する。 

事 務 局 長 企 画 課 長 

 本部長の命を受け、情報の収集整理、通報連絡その他

緊急事態応急対策実施に必要な事務を処理する。 
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上下水道課長 
警戒上下水道

部 
上下水道課 全職員 

教育局長 警戒教育部 教育局 係長職以上 

女川町消防団

長 
警戒消防団 

女川町消防

団 

団長が別に定め

る 

女川消防署長 警戒消防部 女川消防署 
署長が別に定め

る 
 

事務局次長 

総 務 課 長 

産業振興課長 

建 設 課 長 

 事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その

職務を代理する。 

事務局職員 

総 務 課 

企 画 課 

産 業 振 興 課 

建 設 課 

 上司の命を受け、緊急事態応急対策に関する事務を処

理する。 

また、災害対策本部の設置の準備を行う。 

 

 （４）略 （４）略 

 ２～３ 略 ２～３ 略 

62 ４ 情報の収集 

 略 

（削除） 

４ 情報の収集 

 略 

町の原子力災害警戒本部の組織及び所掌事務 

 

原子力災害警戒本部体制 
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本 部 長 

〔 町 長 〕 

 

 

副 本 部 長 

〔 副 町 長 〕 

事 務 局 長 

〔企画課長〕 

 
 

事 務 局 次

〔 総 務 課 長

〔産業振興課

長〕 

〔 建 設 課 長

  

企画課 

  １ 警戒本部の運営に関す

ること。 

  ２ 国、県及び原子力事業

者との通報連絡並びに事

故状況の把握に関するこ

と。 

  ３ 防災関係機関との通報

連絡に関すること。 

  ４ モニタリング情報等の

収集に関すること。 

  ５ 緊急時モニタリングに

対する協力に関するこ

と。 

  ６ 消防団等との通報連絡

に関すること。 

 

総務課 

  １ 職員の動員配備に関す

ること。 

  ２ 町内関係機関との通報

連絡に関すること。 

  ３ 広報及び防災広報無線

の使用制限に関するこ

と。 

 

産業振興課 
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  １ 町内水産関係団体等か

らの情報収集に関するこ

と。 

 

建設課 

  １ 町内道路状況等の情報

収集に関すること。 

 
 

63 第２ 略 第２ 略 

64 第４節 緊急事態応急対策活動体制の確立 第４節 緊急事態応急対策活動体制の確立 

 第１ 町の緊急事態応急対策活動体制 第１ 町の緊急事態応急対策活動体制 

 １～２ 略 １～２ 略 

66 ３ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

町は、国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンター等において開催し、こ

れに町の職員の派遣要請があった場合には、あらかじめ定められた職員をオフサ

イトセンター等に派遣するものとする。 

３ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

町は、国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設   等において開催し、こ

れに町の職員の派遣要請があった場合には、あらかじめ定められた職員を対策拠

点施設   等に派遣するものとする。 

 ４ 国等との情報の共有等 

町は、オフサイトセンター等に派遣された町の職員に対し、町が行う災害対策

の状況、緊急事態応急対策の状況等について随時連絡するなど当該職員を通じて

国の現地事故対策連絡会議などにおいて国等との連絡・調整、情報の共有を行う

ものとする。 

４ 国等との情報の共有等 

町は、対策拠点施設   等に派遣された町の職員に対し、町が行う災害対策

の状況、緊急事態応急対策の状況等について随時連絡するなど当該職員を通じて

国の現地事故対策連絡会議などにおいて国等との連絡・調整、情報の共有を行う

ものとする。 

 ５ オフサイトセンター等での協力 

町（災害対策本部）は、原子力緊急事態宣言発出により、オフサイトセンター

等において組織される原子力災害合同対策協議会全体会議等に係る準備に協力す

るものとする。 

５ 対策拠点施設   等での協力 

町（災害対策本部）は、原子力緊急事態宣言発出により、対策拠点施設   

等において組織される原子力災害合同対策協議会全体会議等に係る準備に協力す

るものとする。 

 ６～７ 略 ６～７ 略 

 第２ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

本部長は、原子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンター等において

原子力災害合同対策協議会が組織されることとなった場合は、副本部長をこれ

第２ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

本部長は、原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設   等において

原子力災害合同対策協議会が組織されることとなった場合は、副本部長をこれ
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に出席させ、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実施

に向けた調整を行うものとする。 

原子力災害合同対策協議会の構成員は表「原子力災害合同対策協議会（全体会

議）の構成員」のとおりである。 

また、町（災害対策本部）は、あらかじめ定められた職員をオフサイトセン

ター等に派遣し、初動の緊急避難に係る周辺区域での活動体制を確立するとと

もに、原子力発電所の状況の把握、モニタリング情報の把握、住民等避難・屋

内退避状況の把握、医療関係情報の把握等の活動に従事させるものとする。 

に出席させ、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実施

に向けた調整を行うものとする。 

原子力災害合同対策協議会の構成員は表「原子力災害合同対策協議会（全体会

議）の構成員」のとおりである。 

また、町（災害対策本部）は、あらかじめ定められた職員を対策拠点施設  

等に派遣し、初動の緊急避難に係る周辺区域での活動体制を確立するととも

に、原子力発電所の状況の把握、モニタリング情報の把握、住民等避難・屋内

退避状況の把握、医療関係情報の把握等の活動に従事させるものとする。 

67 第３～第６ 略 第３～第６ 略 

68 第７ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

国の原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防

止するための応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと

及び初動段階における避難区域の住民避難が概ね終了したことを一つの目途とし

て、必要に応じて、原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、内閣

府特命担当大臣（原子力防災）及び原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力

被災者生活支援チーム（以下「被災者支援チーム」という。）を設置することと

されている。 

また、   被災者  支援チームは、原子力事業所の区域を管轄する都道府

県の庁舎等へ原子力利用省庁副大臣（又は原子力利用省庁大臣政務官）及び必要

な要員を派遣、住民等の状況把握及び生活支援等に関する被災地方公共団体等と

の連絡・調整を行うこととされている。 

町は、国が設置する   被災者  支援チームと 連携し、こども等をはじめ

とする健康管理調査等の推進、環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な

役割分担の下汚染廃棄物の処理や除染等を推進するものとする。 

第７ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

国の原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防

止するための応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと

及び初動段階における避難区域の住民避難が概ね終了したことを一つの目途とし

て、必要に応じて、原子力災害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、内閣

府特命担当大臣（原子力防災）及び原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力

被災者生活支援チーム                  を設置することと

されている。 

また、原子力被災者生活支援チームは、原子力事業所の区域を管轄する都道府

県の庁舎等へ原子力利用省庁副大臣（又は原子力利用省庁大臣政務官）及び必要

な要員を派遣、住民等の状況把握及び生活支援等に関する被災地方公共団体等と

の連絡・調整を行うこととされている。 

町は、国が設置する原子力被災者生活支援チームと 連携し、子ども等をはじめ

とする健康管理調査等の推進、環境放射線モニタリングの総合的な推進、適切な

役割分担の下汚染廃棄物の処理や除染等を推進するものとする。 

69 第８ 防災業務関係者の安全確保 第８ 防災業務関係者の安全確保 

 １～２ 略 １～２ 略 

 ３ 防災業務関係者の放射線防護 ３ 防災業務関係者の放射線防護 
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 （１）～（３） 略 （１）～（３） 略 

 （４） 町の被ばく管理を担う班は、オフサイトセンター等において、必要に応

じ県など関係機関に対し除染等の医療措置を要請するものとする。 

（４） 町の被ばく管理を担う班は、対策拠点施設   等において、必要に応

じ県など関係機関に対し除染等の医療措置を要請するものとする。 

 （５） 略 （５） 略 

 （６） 町は、被ばくの可能性がある環境下で活動する職員等の安全確保のため、

オフサイトセンター等において、国、県及び原子力事業者と相互に密接な情報交

換を行うものとする。 

（６） 町は、被ばくの可能性がある環境下で活動する職員等の安全確保のため、

対策拠点施設   等において、国、県及び原子力事業者と相互に密接な情報交

換を行うものとする。 

 （７） 略 

災害対策本部の組織 

本部長 町長   災対総務部 

副本部長 

副町長 

教育長 

部長 企画課長 略 

 

副部長 

総務課長 

会計課長 

略 

本部員 

企画課長 

総務課長 
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進課

長 

税務課長 

町民生活課長 

健康福祉課長 

建設課長 

産業振興課長 

上下水道課長 

会計課長 

教育局長 

議会事務局長 

女川町消防団長 

女川消防署長 

地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進課

長 

議会事務局長 

総務班 

  

 災対生活部 

略 略 略 

  略 略 略 

   

  災対健康福祉部 

略 略 略 

 略 略 

 

 災対建設部 

略 略 略 

 略 略 

連絡員 

各災対部総務班長 

防災関係機関派遣

職員 

        

 

 災対産業部 

略 略 

略 

  略 略 

 

 災対上下水道部 

（７） 略 

災害対策本部の組織 

本部長 町長   災対総務部 

副本部長 

副町長 

教育長 

部長 企画課長 略 

 

副部長 

総務課長 

会計課長 

略 

本部員 

企画課長 

総務課長 

（新規） 

税務課長 

町民生活課長 

健康福祉課長 

建設課長 

産業振興課長 

上下水道課長 

会計課長 

教育局長 

議会事務局長 

女川町消防団長 

女川消防署長 

（新規） 

議会事務局長 

総務班 

  

 災対生活部 

略 略 略 

  略 略 略 

   

  災対健康福祉部 

略 略 略 

 略 略 

 

 災対建設部 

略 略 略 

 略 略 

連絡員 

各災対部総務班長 

防災関係機関派遣

職員 

（アドバイザー） 

 

 災対産業部 

略 略 

略 

  略 略 

 

 災対上下水道部 

略 略 略 

         

（アドバイザー） 
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略 略 
略 

 略 略 

 

 災対教育部 

略 略 略 

 略 略 

 

災対消防団 

略 略 
略 

 略 略 

 

災対消防部 

略 略 略 
  略 略 

 

 略 略 

 

 災対教育部 

略 略 略 

 略 略 

 

災対消防団 

略 略 
略 

 略 略 

 

災対消防部 

略 略 略 
  略 略 

 

72 第５節 略 第５節 略 

76 第６節 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

略 

また、県やオフサイトセンター等に派遣した職員を通じて屋内退避、避難、飲

食物の摂取制限等各種防護対策に必要なモニタリング情報の迅速な把握に努める

ものとする。 

第６節 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

略 

また、県や対策拠点施設   等に派遣した職員を通じて屋内退避、避難、飲

食物の摂取制限等各種防護対策に必要なモニタリング情報の迅速な把握に努める

ものとする。 

77 第７節 屋内退避、避難の受入れ等の防護活動 第７節 屋内退避、避難の受入れ等の防護活動 

 第１ 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 第１ 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施 

 １ 略 １ 略 

79 ２ 指定避難所等  

 （１） 町は、県と連携し、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症

対策等を踏まえ、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た上

で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、

平時 から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入方法等について、住

民等に対する周知徹底するものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や

混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段の整備するものとする。 

（１） 町は、県と連携し、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症

対策等を踏まえ、学校等の公共的施設等を対象に、その管理者の同意を得た上

で、避難者が避難生活を送るために必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、

平常時から、指定避難所の場所、収容人数          等について、住

民等に対する周知徹底するものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や

混雑状況等を周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段の整備するものとする。 

 （２）～（５） 略 （２）～（５） 略 
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80 （６） 町は、県の協力のもと、指定避難所等における生活環境が、常に良好なも

のであるよう努めるものとする。そのため、避難所開設当初からプライバシー確保

のためのパーティションや段ボールベッド等を設置すること、栄養バランスのとれ

た適温の食事を提供できるよう、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調

理器具や食料を確保することに努めるとともに、トイレの設置状況、し尿処理状況、

健康のための入浴施設の設置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずるものとす

る。 

 また、                                 

                                  医師、

保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、  

             ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所

等の衛生状態の把握に努め、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の

実施など、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（６） 町は、県の協力のもと、指定避難所等における生活環境が、常に良好なも

のであるよう努めるものとする。そのため、                 

                                    

        食事供与の状況、                     

                           トイレの設置状況 

                       等の把握に努め、必要な対策を

講ずるものとする。 

 また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、段ボールベッド、

パーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、

医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、

食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみ処理の状況など、避難者の健康状態や指

定避難所等の衛生状態の把握に努め、                    

           必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （７）～（８） 略 （７）～（８） 略 

 （９） 略 

なお、町は県と連携し、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、

仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレ

カー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努めるな

ど、被災地の良好な衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処

理等についても必要な措置を講ずるものとする。 

（９） 略 

なお、町は県と連携し、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、

仮設トイレ         を早期に設置するとともに、         

                                   

 被災地の良好な衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理

等についても必要な措置を講ずるものとする。 

 （10） 町は、県の協力の下、指定避難所等の設置・運営における女性や子育て家庭

の参画を推進するとともに、男女及び性的マイノリティ（LGBT 等）の多様な性のニ

ーズの違いや多様な生活者の視点等への配慮やこども・若者の居場所の確保に努め

るものとする。特に、授乳室や女性及び性的マイノリティに配慮した物干し場、更

衣室の設置や女性生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペア（女性２名以

上）による巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難場所等における安全性の

確保、キッズスペースや学習スペースの設置など、女性や子育て家庭、こども若者

など等多様な生活者のニーズに配慮した運営管理に努めるものとする。 

（10） 町は、県の協力の下、指定避難所等の設置・運営における女性      

の参画を推進するとともに、男女及び性的マイノリティ（LGBT 等）の多様な性のニ

ーズの違いや多様な生活者の視点等に 配慮する              

 ものとする。特に、授乳室や女性及び性的マイノリティに配慮した物干し場、更

衣室の設置や女性生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペア（女性２名以

上）による巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難場所等における安全性の

確保                  など、女性や子育て家庭      

  等多様な生活者のニーズに配慮した運営管理に努めるものとする。 
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81 （11）略 （11）略 

 （12） 町は、県と連携し、必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所にお

ける家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物

取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

（12） 町は、県と連携し、必要に応じ、           指定避難所にお

ける家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物

取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

 （13） 略 （13） 略 

 （14） 町は、国及び県の協力の下、災害の規模等に鑑み、既存住宅ストックの活

用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整備、修理

業者の周知等の支援やブルーシートの展張等を含む応急修理の推進、公営住宅等

の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な

住まいを早期に確保するものとする。 

（14） 町は、国及び県の協力の下、災害の規模等に鑑み、既存住宅ストックの活

用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整備、修理

業者の周知等の支援による           応急修理の推進、公営住宅等

の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な

住まいを早期に確保するものとする。 

 （15） 略 （15） 略 

 ３～９ 略 ３～９ 略 

84 １０ 飲食物、生活必需品等の供給 １０ 飲食物、生活必需品等の供給 

 （１） 略 

    また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や家庭動物の飼養に関す

る資材をはじめ、夏期には冷房器具、冬期には暖房器具、燃料等を含めるなど被

災地の実情を考慮するとともに、要配慮者のニーズや女性及び子育て家庭、こど

も・若者の避難生活等に配慮するものとする。 

（１） 略 

    また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資           

   をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等を含めるなど被

災地の実情を考慮するとともに、要配慮者のニーズや女性及び子育て家庭  

       の避難生活等に配慮するものとする。 

 （２）～（３） 略 （２）～（３） 略 

 第２ 自らの判断による措置 第２ 自らの判断による措置 

 １～３ 略 １～３ 略 

85 ４ 防護措置等の方法 ４ 防護措置等の方法 

 （１）屋内退避 

屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、放射性物質

の吸入抑制や放射線を遮蔽することにより、主にプルームからの被ばくの低減を

図る防護措置であるため、UPZ において、全面緊急事態に至った時点で、放射線被

ばくのリスクを低減するために実施するものとし、原則として住民が自宅内にと

どまるものとする。 

（１）屋内退避 

屋内退避は、                             

                                    

                                    

                              原則として住

民が自宅内にとどまるものとする。 
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また、PAZ や UPZ の一部の区域において、避難又は一時移転の実施が困難な場合

の措置として行うものとする。 

イ PAZにおいては、緊急事態の区分に応じて避難の対象となる住民等について、

自然災害等により避難が困難な場合又は健康状態により避難よりも屋内退避が優

先される場合の措置として屋内退避を実施する。 

なお、UPZ外においては、事態の進展等に応じて、UPZと同様に、屋内退避を行

う場合がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に応じて住民等に

対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行う。 

                                   

               

（新規） 

86 ロ 本部長は、防護対策地区内の戸外にいる住民等に対し、速やかに自宅に戻る

か、又は近くの公共施設等に退避するよう指示するものとする。 

イ 本部長は、防護対策地区内の戸外にいる住民等に対し、速やかに自宅に戻

るか、又は近くの公共施設等に退避するよう指示するものとする。 

 ハ 感染症流行下においては、町は、自宅等で屋内退避を行う住民に対し、放射

性物質による被ばくを避けることを優先し、屋内退避の指示が出されている間は

原則換気を行わないよう指示するものとする。 

ロ 感染症流行下においては、町は、自宅等で屋内退避を行う住民に対し、放

射性物質による被ばくを避けることを優先し、屋内退避の指示が出されている

間は原則換気を行わないよう指示するものとする。 

 二 本部長は、屋内退避中の住民等に対して、必要に応じて防災広報無線等の広

報手段を用いて災害の状況を迅速かつ適切に広報して民心の安定に努めるものと

する。 

ハ 本部長は、屋内退避中の住民等に対して、必要に応じて防災広報無線等の広

報手段を用いて災害の状況を迅速かつ適切に広報して民心の安定に努めるものと

する。 

 ホ 屋内退避を実施している住民等に対しては、原子力施設の状態の見通しや緊

急時モニタリングの結果等の必要な情報を絶えず積極的に提供するものとする。

また、避難すべき区域でやむを得ず屋内退避を実施している住民等の放射線防護

について留意するものとする。 

（新規） 

 へ 屋内退避中は、被ばくを低減するために屋内にとどまることが原則である

が、生活の維持に最低限必要な住民等の一時的な外出や住民等の生活を支える民

間事業者等の活動は、屋内退避という防護措置の一部をなすものであり、屋内退

避中も実施できるものとする。 

（新規） 

 （２）～（４）略 （２）～（４）略 

87 （５）避難者の輸送 （５）避難者の輸送 
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県は、必要に応じ、陸上自衛隊、第二管区海上保安部、公共輸送機関等に対

し、避難者の輸送について協力を要請し、緊急輸送車両等を確保するものとされ

ている。 

県は、必要に応じ、陸上自衛隊、宮城海上保安部    、公共輸送機関等に

対し、避難者の輸送について協力を要請し、緊急輸送車両等を確保するものとさ

れている。 

 ５ 略 ５ 略 

88 ６ 立入制限等の措置 ６ 立入制限等の措置 

 （１）略 （１）略 

 （２）海上の立入制限等の措置 

第二管区海上保安本部長は、本部長又は県災害対策本部長（知事）の要請等に

基づき、警戒区域内の海域に、防災業務関係以外の船舶の立入を制限又は禁止す

るものとする。 

（２）海上の立入制限等の措置 

第二管区海上保安本部長  は、本部長又は県災害対策本部長（知事）の要請

等に基づき、警戒区域内の海域に、防災業務関係以外の船舶の立入を制限又は禁

止するものとする。 

89 第７節の２～第９節 略 第７節の２～第９節 略 

92 第１０節 原子力災害医療活動 第１０節 原子力災害医療活動 

 第１ 原子力災害医療体制  

 １ 県現地災害対策本部医療班の設置 

原子力施設の状態が施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）に至った場合、

県現地災害対策本部（現地本部）が設置され、現地本部の下に医療班が編成され

ることとなっている。 

放射性物質の放出を伴う状況となった場合、医療班は、住民等の被ばく及びそ

のおそれがある者に対する検査、除染等並びに一般傷病者に対する診察、治療を

行うため、原子力災害医療対応マニュアル    に基づき原子力災害医療活動

を実施するものとされている。 

（資料32「原子力災害医療対応マニュアル    」参照） 

１ 県現地災害対策本部医療班の設置 

原子力施設の状態が施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）に至った場合、

県現地災害対策本部（現地本部）が設置され、現地本部の下に医療班が編成され

ることとなっている。 

放射性物質の放出を伴う状況となった場合、医療班は、住民等の被ばく及びそ

のおそれがある者に対する検査、除染等並びに一般傷病者に対する診察、治療を

行うため、原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアルに基づき原子力災害医療

活動を実施するものとされている。 

（資料32「原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアル」参照） 

 ２ 略 ２ 略 

 第２ 原子力災害医療活動の実施 第２ 原子力災害医療活動の実施 

 １～５ 略 １～５ 略 

 ６ 緊急時の住民等の被ばく線量の把握 

 略 

６ 緊急時の住民等の被ばく線量の把握 

 略 
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（原子力災害医療対応マニュアル［宮城県］） 

 

（原子力防災緊急時被ばく医療活動マニュアル［宮城県］） 

95 第１１節 労働災害時の被ばく医療活動 第１１節 労働災害時の被ばく医療活動 

 １ 原子力発電所における初期対応 

原子力発電所において作業員等が従事中に放射性物質による汚染や被ばくを受

けた場合、発電所長は被ばくした作業員等の応急処置を行うとともに、放射線被

ばく診断（スクリーニング）を実施し、必要に応じて被ばく患者を日本赤十字社

石巻赤十字病院、東北大学病院、国立病院機構仙台医療センター等     拠

点病院に消防機関の協力を得て搬送するものとされている。 

１ 原子力発電所における初期対応 

原子力発電所において作業員等が従事中に放射性物質による汚染や被ばくを受

けた場合、発電所長は被ばくした作業員等の応急処置を行うとともに、放射線被

ばく診断（スクリーニング）を実施し、必要に応じて被ばく患者を日本赤十字社

石巻赤十字病院、東北大学病院、国立病院機構仙台医療センター等原子力災害拠

点病院に消防機関の協力を得て搬送するものとされている。 

 ２～５ 略 ２～５ 略 

96 第１２節～第１４節 略 第１２節～第１４節 略 

   

 第４章 原子力災害中長期対策 略 第４章 原子力災害中長期対策 略 

101 第１節 略 第１節 略 
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 第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

町は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引

き続き存置される現地対策本部及び   被災者  支援チームと連携して原子

力災害事後対策や被災者の生活支援を実施するものとする。 

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

町は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引

き続き存置される現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連携して原子

力災害事後対策や被災者の生活支援を実施するものとする。 

 第３節～第７節 略 第３節～第７節 略 

103 第８節 被災者等の生活再建等の支援 第８節 被災者等の生活再建等の支援 

 １～４ 略 １～４ 略 

 第９節～第１２節 略 第９節～第１２節 略 

 


